
（３） 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実 

① 個別最適な学び 

 令和３年答申では以下のとおり、「個別最適な学び」について「指導の個別化」と「学

習の個性化」に整理されており、児童生徒が自己調整しながら学習を進めていくこと

ができるよう指導することの重要性が指摘されています。 

• 全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表

現力等や、自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するため

には、教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指

導を実現することや、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指

導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」

が必要である。 

• 基礎的・基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力

等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じて

の体験活動から得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、探究にお

いて課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一

人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身

が学習が最適となるよう調整する「学習の個性化」も必要である。 

 「指導の個別化」は一定の目標を全ての児童生徒が達成することを目指し、個々の

児童生徒に応じて異なる方法等で学習を進めることであり、その中で児童生徒自身

が自らの特徴やどのように学習を進めることが効果的であるかを学んでいくことなど

も含みます。ICTを活用することで得られる新たなデータも活用し、きめ細かく学習の

状況を把握・分析したり、個々の児童生徒に合った多様な方法で学んだりしていくこと

で、確実な資質・能力の育成につながっていくことが期待されます。また、学習履歴

（スタディ・ログ）、生活・健康面の記録（ライフログ）等、児童生徒に関する様々なデー

タを可視化し、学習方法等を提案するツールなど、新たな情報手段の活用も考えられ

ますが、そのような新たな情報手段の活用も含め、児童生徒が自らの状態を様々な

データも活用しながら把握し、自らに合った学習の進め方を考えることができるよう、

教師による指導を工夫していくことが重要です。 

 この点に関連し、平成 28年答申でも、子供の貧困や特別支援教育、外国につなが

る子供、不登校児童生徒といった課題を挙げ、子供の発達や学習を取り巻く個別の教

育的ニーズを把握し、一人一人の可能性を伸ばしていくことが課題となっていることが

指摘されています。主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の中でも、

基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題が見られる場合には、それを身に付け



させるために、児童生徒の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重ね

ながら、確実な習得を図ることが求められています。 

 「学習の個性化」は個々の児童生徒の興味・関心等に応じた異なる目標に向けて、

学習を深め、広げることを意味し、その中で児童生徒自身が自らどのような方向性で

学習を進めていったら良いかを考えていくことなども含みます。例えば、情報の探索、

データの処理や視覚化、レポートの作成や情報発信といった活動に ICTを効果的に

使うことで、学びの質が高まり、深い学びにつながっていくことが期待されます。また、

児童生徒がこれまでの経験を振り返ったり、これからのキャリアを見通したりしなが

ら、自ら適切に学習課題を設定し、取り組んでいけるよう、教師による指導を工夫して

いくことが重要です。 

 この点に関連し、平成 28年答申でも、子供たちが自分のキャリア形成の見通しの

中で、個性や能力を生かして学びを深め将来の活躍につなげることができるよう、学

校教育で学んだことをきっかけとして、興味や関心に応じた多様な学習機会につなげ

ていけるようにすることも期待されている、とされています。主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善の中でも、児童生徒が自ら学習課題や学習活動を選択

する機会を設けるなど、児童生徒の興味・関心を生かした自主的、自発的な学習が促

されるよう工夫することが求められています。 

 「指導の個別化」と「学習の個性化」を学習者視点から整理した概念が「個別最適な

学び」ですが、これを教師視点から整理した概念が「個に応じた指導」です。学習指導

要領の総則では「児童（生徒）の発達の支援」の項目において、「個に応じた指導」の

充実を図ることについて示しています。「個に応じた指導」に当たっては、「指導の個

別化」と「学習の個性化」という二つの側面を踏まえるとともに、ICTの活用も含め、児

童生徒が主体的に学習を進められるよう、それぞれの児童生徒が自分にふさわしい

学習方法を模索するような態度を育てることが大切です。 

②協働的な学び 

 令和３年答申教育課程部会における審議のまとめでは「協働的な学び」について以

下のとおり記載されています。 

• 探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ

多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、様々な

社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよう、必要

な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要である。 

 平成 28年答申では、子供たち一人一人の豊かな学びの実現に向けた課題につい

て以下のとおり記載されています。 



• 学校は、今を生きる子供たちにとって、未来の社会に向けた準備段階としての場で

あると同時に、現実の社会との関わりの中で、毎日の生活を築き上げていく場でも

ある。学校そのものが、子供たちや教職員、保護者、地域の人々などから構成され

る一つの社会でもあり、子供たちは、こうした学校も含めた社会の中で、生まれ育

った環境にかかわらず、また、障害の有無に関わらず、様々な人と関わりながら学

び、その学びを通じて、自分の存在が認められることや、自分の活動によって何か

を変えたり、社会をよりよくしたりできることなどの実感を持つことができる。 

• そうした実感は、子供たちにとって、自分の活動が身近な地域や社会生活に影響

を与えるという認識につながり、これを積み重ねていくことにより、主体的に学びに

向かい、学んだことを人生や社会づくりに生かしていこうという意識や積極性につ

ながっていく。 

• こうした学校での学びの質を高め、豊かなものとしていくことにより、子供たちは、

学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解したり、これからの時代に求

められる資質・能力を身に付けたり、生涯にわたって能動的に学び続けたりするこ

とができるようになる。全ての子供は、学ぶことを通じて、未来に向けて成長しよう

とする潜在的な力を持っている。 

 学習指導要領でも主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の中で、以

下の事項に配慮するよう求めています。 

 児童（生徒）が生命の有限性や自然の大切さ、主体的に挑戦してみることや多様な他者

と協働することの重要性などを実感しながら理解することができるよう、各教科（・科目）等

の特質に応じた体験活動を重視し、家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施

できるよう工夫すること。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う臨時休業からの学校再開後には、限

られた時間の中で学校における学習活動を重点化する必要が生じましたが、そのよう

な中でもまず求められたのは、学級づくりの取組や、感染症対策を講じた上で学校行

事を行うための工夫など、学校教育が児童生徒同士の学び合いの中で行われる特質

を持つことを踏まえ教育活動を進めていくことでした。 

 ICTの活用により、児童生徒一人一人が自分のペースを大事にしながら共同で作

成・編集等を行う活動や、多様な意見を共有しつつ合意形成を図る活動など、「協働

的な学び」もまた発展させることができます。ICTを利用して空間的・時間的制約を緩

和することによって、遠隔地の専門家とつないだ授業や他の学校・地域や海外との交

流など、今までできなかった学習活動も可能となります。 

 同時に、日本の学校教育がこれまで非常に大切にしてきた、同じ空間で時間を共に

することで、お互いの感性や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて

認識する必要があります。人間同士のリアルな関係づくりは社会を形成していく上で

不可欠であり、知・徳・体を一体的に育むためには、教師と児童生徒の関わり合いや



児童生徒同士の関わり合い、自分の感覚や行為を通して理解する実習・実験、地域

社会での体験活動、専門家との交流など、様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶこ

とが重要です。 

 


